
トラブルにあったり、不安を感じたときは、
一人で悩まずお早めにご相談ください

お住まいの市町村又は県で
消費生活相談をお受けしています。 ■愛知県消費生活総合センター

☎（052）962-0999消費者
ホットライン

※身近な相談窓口につながります

消費生活相談窓口のご案内

☎188（いやや！）
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◆消費者教育の推進に関する法律について（平成24年12月施行）
定められた


